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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、当該筐体の端部に内蔵されるアンテナ及び他の電子部品を備える携帯無線装置
であって、
　前記アンテナは、第１のアンテナ素子と、第２のアンテナ素子と、前記第１のアンテナ
素子と前記第２のアンテナ素子が実装されるアンテナ基板と、当該アンテナ基板に形成さ
れて前記第１のアンテナ素子と第２のアンテナ素子を接続する配線パターンとを含んで構
成され、
　前記第１のアンテナ素子と第２のアンテナ素子の間には所定の空間を有し、
　前記他の電子部品は、前記アンテナ基板の実装面と直交する方向において前記配線パタ
ーンと重畳せず、なおかつ当該他の電子部品の少なくとも一部が、前記所定の空間内に位
置するよう配されていることを特徴とする携帯無線装置。
【請求項２】
　前記第１のアンテナ素子と前記第２のアンテナ素子は、前記配線パターンにより直列に
接続されていることを特微とする請求項１記載の携帯無線装置。
【請求項３】
　前記アンテナ基板には、前記第１のアンテナ素子と前記第２のアンテナ素子の接続方向
に対して直交する方向の一方側にオフセットした形状に前記配線パターンが形成され、前
記接続方向に対して直交する方向の他方側に前記配線パターンが形成されない領域を有し
、
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　前記他の電子部品は、前記実装面と直交する方向において前記配線パターンが形成され
ない領域に重畳する位置に配されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の携帯無
線装置。
【請求項４】
　前記他の電子部品は、前記アンテナにより送信される音声の入力を行う音声入力部、あ
るいは前記アンテナにより受信された音声を出力する音声出力部であり、
　前記音声出力部の音声出力面、あるいは前記音声入力部の音声入力面は、前記アンテナ
基板の実装面と直交する位置関係であることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項
に記載の携帯無線装置。
【請求項５】
　前記アンテナ基板は、フレキシブルプリント基板であり、その周縁の一部が延長形成さ
れた第１の延長部を有し、
　前記他の電子部品は、前記第１の延長部における、前記アンテナ基板の前記第１のアン
テナ素子と前記第２のアンテナ素子が実装される面と同一面上に実装され、
　前記第１の延長部は、前記他の電子部品が前記第１のアンテナ素子と前記第２のアンテ
ナ素子との間に位置するように折り曲げられていることを特徴とする請求項１から４のい
ずれか一項に記載の携帯無線装置。
【請求項６】
　前記筐体に内蔵される他の回路基板を備え、
　前記フレキシブルプリント基板は、前記第１の延長部の基端に連続するとともに、前記
他の回路基板と電気的に接続するための接続部を有する第２の延長部を有し、
　前記第２の延長部は、前記他の回路基板から前記第１のアンテナ素子へと至るアンテナ
線及び第１グランド線と、前記他の電子部品と前記他の回路基板とを電気的に接続する信
号線及び第２グランド線とが、この順番で配線されていることを特徴とする請求項５に記
載の携帯無線装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナを内蔵し、他の機器と通信を行う携帯無線装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今の携帯電話等の携帯無線端末においては、特許文献１に示すように、筐体の端部に
内蔵型のアンテナを有しているものがある。
【０００３】
　また、折り畳み型の携帯無線端末において、操作キーが配されている下側筐体にアンテ
ナを実装する場合には、ヒンジが形成されている側とは反対側の端部にアンテナを収容す
ることが好ましい。
【０００４】
　例えば、利用者が携帯端末装置を利用して電話をかける場合、折り畳み型の携帯無線端
末を開いて通話可能な状態にし、携帯無線端末を耳に押し当てて使用する際において、一
般的に、アンテナが内蔵されている端部全体が手や顔により覆われることが少ないため、
アンテナの電波特性が損なわれることがない。また、筐体の端部にアンテナが配される構
成にすると、携帯無線端末の状態（開状態又は閉状態）によって、電波の受信状況が変化
することが少ない利点がある。
【０００５】
　また、現在では、携帯無線端末は、小型・薄型化の傾向にある。このため、上述したよ
うな構成（操作キーが配されている下側筐体の端部にアンテナが内蔵される構成）におい
ては、内蔵アンテナと、通話用のマイクロホンとが互いに近距離に配置されることになる
。
【０００６】
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　ここで、マイクロホンは、導電材料で形成されているため、アンテナが近接配置される
と、アンテナの送受信感度に影響を与えてしまうおそれがある。
【０００７】
　また、マイクロホンは、その特性上、使用時においてノイズが放出され、アンテナの送
受信感度に影響を与えるおそれがある。
【０００８】
　これらの課題を解決するために、内蔵アンテナをヒンジ機構付近に配置し、マイクロホ
ンから遠ざける構成にしたり（例えば、特許文献２を参照。）、また、複数の内蔵アンテ
ナを筐体内に設けて、通話時に使用するアンテナを変更する技術が提案されている（例え
ば、特許文献３を参照。）。
【特許文献１】特開２００３－３３８７６９号公報
【特許文献２】特開２００１－２８４９３４号公報
【特許文献３】特開平１１－１７７４８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、内蔵アンテナをヒンジ付近に配置すると、利用者が携帯端末装置を利用
して電話をかける場合に、折り畳み型の携帯無線端末を開いて通話可能な状態にし、携帯
無線端末を顔に押し当てて使用するので、アンテナが内蔵されている部分が手と顔により
覆われてしまい、アンテナの送受信感度が劣化してしまう問題がある。
【００１０】
　また、近接配置されるマイクロホンの影響を回避するために、筐体内に複数の内蔵アン
テナを設ける構成にすると、携帯無線端末が大型化してしまい、コストアップにつながっ
てしまう。
【００１１】
　本発明は、上述のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、筐体の
大型化を伴わずにヒンジ機構が形成されている側とは反対側の端部にアンテナを収容し、
かつ、アンテナと近接する部分にマイクロホン又はスピーカを配置し、アンテナの送受信
感度の劣化を回避することが可能な携帯無線装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る携帯無線装置は、上記課題を解決するために、筐体と、当該筐体の端部に
内蔵されるアンテナ及び他の電子部品を備える携帯無線装置であって、前記アンテナは、
第１のアンテナ素子と、第２のアンテナ素子と、前記第１のアンテナ素子と前記第２のア
ンテナ素子が実装されるアンテナ基板と、当該アンテナ基板に形成されて前記第１のアン
テナ素子と第２のアンテナ素子を接続する配線パターンとを含んで構成され、前記第１の
アンテナ素子と第２のアンテナ素子の間には所定の空間を有し、前記他の電子部品は、前
記アンテナ基板の実装面と直交する方向において前記配線パターンと重畳せず、なおかつ
当該他の電子部品の少なくとも一部が、前記所定の空間内に位置するよう配されているこ
とを特徴とする。
【００１３】
　また、上記携帯無線装置では、前記第１のアンテナ素子と前記第２のアンテナ素子は、
前記配線パターンにより直列に接続されていることが好ましい。
【００１４】
　また、上記携帯無線装置では、前記アンテナ基板には、前記第１のアンテナ素子と前記
第２のアンテナ素子の接続方向に対して直交する方向の一方側にオフセットした形状に前
記配線パターンが形成され、前記接続方向に対して直交する方向の他方側に前記配線パタ
ーンが形成されない領域を有し、前記他の電子部品は、前記実装面と直交する方向におい
て前記配線パターンが形成されない領域に重畳する位置に配されていることが好ましい。
【００１５】
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　また、上記携帯無線装置では、前記他の電子部品は、前記アンテナにより送信される音
声の入力を行う音声入力部、あるいは前記アンテナにより受信された音声を出力する音声
出力部であり、前記音声出力部の音声出力面、あるいは前記音声入力部の音声入力面は、
前記アンテナ基板の実装面と直交する位置関係であることが好ましい。
【００１６】
　また、上記携帯無線装置では、前記アンテナ基板は、フレキシブルプリント基板であり
、その周縁の一部が延長形成された第１の延長部を有し、前記他の電子部品は、前記第１
の延長部における、前記アンテナ基板の前記第１のアンテナ素子と前記第２のアンテナ素
子が実装される面と同一面上に実装され、前記第１の延長部は、前記他の電子部品が前記
第１のアンテナ素子と前記第２のアンテナ素子との間に位置するように折り曲げられてい
ることが好ましい。
【００１７】
　また、上記携帯電話装置では、前記筐体に内蔵される他の回路基板を備え、前記フレキ
シブルプリント基板は、前記第１の延長部の基端に連続するとともに、前記他の回路基板
と電気的に接続するための接続部を有する第２の延長部を有し、前記第２の延長部は、前
記他の回路基板から前記第１のアンテナ素子へと至るアンテナ線及び第１グランド線と、
前記他の電子部品と前記他の回路基板とを電気的に接続する信号線及び第２グランド線と
が、この順番で配線されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、筐体の大型化を回避し、アンテナの送受信感度の劣化を回避すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１は、本発明に係る外部機器（基地局）と通信を行う携帯無線装置の一例である携帯
電話装置１の外観斜視図を示す。
【００２０】
　携帯電話装置１は、表面がフロントケース２ａとリアケース２ｂにより構成される操作
部側筐体部２と、表面がフロントパネル３ａとリアパネル３ｂにより構成される表示部側
筐体部３と、を備えて構成される。操作部側筐体部２は、フロントケース２ａ表面に、操
作ボタン群１１が露出するように構成されており、端部２ｃに、携帯電話装置１の使用者
が通話時に発した音声が入力されるマイクロホン孔１２が構成される。また、操作ボタン
群１１は、各種設定や電話帳機能やメール機能等の各種機能を作動させるための機能設定
操作ボタン１３と、電話番号の数字やメール等の文字等を入力するための入力操作ボタン
１４と、各種操作における決定やスクロール等を行う決定操作ボタン１５と、から構成さ
れている。また、操作部側筐体部２の側面には、外部機器（例えば、ホスト装置）と通信
を行うためのインターフェースを覆うキャップ１６が設けられている。
【００２１】
　また、表示部側筐体部３は、フロントパネル３ａに、各種情報を表示するためのディス
プレイ２１が露出するように構成されており、端部３ｃに、通話の相手側の音声を出力す
るスピーカ孔２２が構成される。
【００２２】
　また、操作部側筐体部２の上端部と表示部側筐体部３の下端部とは、図１に示すように
、ヒンジ機構４を介して連結されている。また、携帯電話装置１は、ヒンジ機構４を介し
て連結された操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とを相対的に動かすことにより、操作
部側筐体部２と表示部側筐体部３とが互いに開いた状態（開放状態）にしたり、操作部側
筐体部２と表示部側筐体部３とが折り畳まれた状態（折畳み状態）にしたりできる。なお
、本実施形態において、ヒンジ機構４による折り畳み式の携帯電話装置１の説明をしてい
るが、折り畳み式ではなく、操作部側筐体部２と表示部側筐体部３とを重ね合わせた状態
から一方の筐体を一方向にスライドさせるようにしたスライド式や、重ね合せ方向に沿う
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軸線を中心に一方の筐体を回転させるようにした回転式や、操作部側筐体部２と表示部側
筐体部３を２軸ヒンジを介して連結したもの、さらには、操作部側筐体部２と表示部側筐
体部３とが一つの筐体に配置されたもの（いわゆる、ストレートタイプ）でも良い。
【００２３】
　また、図２は、操作部側筐体部２に内蔵される部材の分解斜視図である。
【００２４】
　図２に示すように、操作部側筐体部２は、フロントケース２ａと、上述した操作ボタン
群１１を構成するキーシート４０と、第１のフレキシブルプリント回路基板５０（他の回
路基板）と、第２のフレキシブルプリント回路基板１００（アンテナ基板）と、シールド
ケース６０と、基準電位が形成されている層及び携帯電話機用のＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ）信号処理部等の各種電子部品を備える回路基板７０と、リアケース２ｂ
と、バッテリ８０と、バッテリリッド９０と、を備える。
【００２５】
　また、第１のフレキシブルプリント回路基板５０に備えられている接続部５０ａと、第
２のフレキシブルプリント回路基板１００に備えられている接続部１００ａとが接続され
ることにより、第１のフレキシブルプリント回路基板５０と第２のフレキシブルプリント
回路基板１００とが電気的に接続される構成になっている。なお、接続部１００ａは、後
述する延長部１００ｆ（第１の延長部）の基端に連続し、第２のフレキシブルプリント回
路基板１００の周縁の一部が延長形成された延長部（第２の延長部）の端部に設けられて
いる。
【００２６】
　また、第１のフレキシブルプリント回路基板５０と回路基板７０とは、図示しないコネ
クタを介して電気的に接続されている。したがって、詳細は後述するが、第２のフレキシ
ブルプリント回路基板１００に実装されているアンテナ部１００ｂ及びマイクロホン１０
０ｇ（音声入力部）は、第１のフレキシブルプリント回路基板５０を介して、回路基板７
０の特にＲＦ信号処理部に電気的に接続されている。
【００２７】
　また、操作部側筐体部２において、フロントケース２ａと、キーシート４０と、第１の
フレキシブルプリント回路基板５０と、シールドケース６０と、回路基板７０と、リアケ
ース２ｂとは、積層的に配置される。また、バッテリ８０は、リアケース２ｂの外側から
装脱可能に収納され、バッテリリッド９０により覆われる。
【００２８】
　また、フロントケース２ａとリアケース２ｂとは、互いの凹状の内側面が向き合うよう
に配置され、互いの外周縁が重なり合うようにして結合される。また、フロントケース２
ａとリアケース２ｂとの間には、キーシート４０と、第１のフレキシブルプリント回路基
板５０と、シールドケース６０と、回路基板７０とが挟まれるようにして内蔵される。つ
まり、回路基板７０を覆うようにしてシールドケース６０が積層配置され、また、シール
ドケース６０の上面側に第１のフレキシブルプリント回路基板５０が積層配置され、また
、第１のフレキシブルプリント回路基板５０の上面にキーシート４０が積層配置される。
【００２９】
　また、回路基板７０とシールドケース６０とは、複数の連結部において着脱可能に部分
的に固定される。また、回路基板７０には、各種電子部品が配置される。各種電子部品は
、所定の組み合わせにより複数の回路ブロックを形成する。例えば、無線回路、電源回路
、デジタル回路等を含む各種回路ブロックが形成される。
【００３０】
　また、シールドケース６０は、薄型の直方体における一の広い面が開口した形状を有す
る金属製の部材である。なお、シールドケース６０は、金属により形成する以外に、骨格
を樹脂により形成し、その表面に導体膜を形成したものでも良い。
【００３１】
　第１のフレキシブルプリント回路基板５０は、フロントケース２ａ側の面に複数のキー
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スイッチ５１、５２、５３を有し、シールドケース６０における平板部４２に載置される
。第１のフレキシブルプリント回路基板５０のキースイッチ５１、５２、５３は、椀状に
湾曲して立体的に形成された金属板のメタルドームを有する構造になっている。メタルド
ームは、その椀状形状の頂点が押圧されると、第１のフレキシブルプリント回路基板５０
の表面に印刷された不図示の電気回路に形成されるスイッチ端子に接触して電気的に導通
する。
【００３２】
　キーシート４０は、シリコンゴム製のシート４１の表面に操作ボタン群（キートップ）
１１が接着剤により貼り付けられて構成される。キーシート４０における操作ボタン群１
１を構成する機能設定操作ボタン１３、入力操作ボタン１４及び決定操作ボタン１５は、
第１のフレキシブルプリント回路基板５０におけるキースイッチ５１、５２、５３と対向
する位置に配置されるとともに、後述するフロントケース２ａに形成されるキー孔から露
出するように配置される。
【００３３】
　フロントケース２ａには、携帯電話装置１を折り畳んだ状態で表示部側筐体部３のディ
スプレイ２１と対向する内側面に、キー孔が複数形成される。複数のキー孔それぞれから
は、キーシート４０上に形成される機能設定操作ボタン１３、入力操作ボタン１４及び決
定操作ボタン１５の押圧面が露出する。この露出した操作ボタン群１１を構成する機能設
定操作ボタン１３、入力操作ボタン１４及び決定操作ボタン１５の押圧面を押し下げるよ
うに押圧することで、対応するキースイッチ５１、５２、５３それぞれにおけるメタルド
ーム（椀状形状）の頂点が押圧され、スイッチ端子に接触して電気的に導通する。
【００３４】
　第２のフレキシブルプリント回路基板１００は、携帯電話装置１における一端側に配置
される。具体的には、第２のフレキシブルプリント回路基板１００は、操作部側筐体部２
におけるヒンジ機構４側と反対側の端部２ｃに配置される。
【００３５】
　ここで、第２のフレキシブルプリント回路基板１００の構成について図３を参照しなが
ら詳細に説明する。図３（Ａ）は、第２のフレキシブルプリント回路基板１００の縁部に
形成されている延長部１００ｆ（第１の延長部）が一方向（図３中Ｘ方向）に折り曲げら
れていない状態を示し、図３（Ｂ）は、延長部１００ｆが一方向（図３中Ｘ方向）に折り
曲げられたときの状態を示し、図３（Ｃ）は、図３（Ｂ）の裏面から見たときの第２のフ
レキシブルプリント回路基板１００を示す図である。
【００３６】
　第２のフレキシブルプリント回路基板１００は、該第２のフレキシブルプリント回路基
板１００における一方側の面にアンテナ部１００ｂが実装されている。アンテナ部１００
ｂは、図３に示すように、第１のアンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄと
から構成される。第１のアンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄとは、配線
パターン１００ｅにより第１のアンテナ素子１００ｃの一方端と、該第１のアンテナ素子
１００ｃの一方端と向かい合う第２のアンテナ素子１００ｄの一方端とが直列に接続され
ている。特に、第１のアンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄは、双方とも
内部に密に巻回されたコイル（アンテナエレメント）を有している。そして、双方のアン
テナエレメントが配線パターン１００ｅにより直列に接続されている。さらに、第１のア
ンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄは、互いのコイルがほぼ同軸となる位
置関係にて、第２のフレキシブルプリント回路基板１００にはんだ付けして実装される。
また、アンテナ部１００ｂは、例えば、第１の使用周波数帯（８００ＭＨｚ帯）と第２の
使用周波数帯（１．５ＧＨｚ帯）の信号を送受信する。
【００３７】
　また、第２のフレキシブルプリント回路基板１００には、アンテナ部１００ｂが実装さ
れている面と同一の面側における縁部に形成されている延長部１００ｆにマイクロホン１
００ｇが形成されている。マイクロホン１００ｇは、フロントケース２ａに形成されてい
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るマイクロホン孔１２を介して入力される音声を音声信号に変換する。
【００３８】
　ここで、マイクロホン１００ｇの近傍にアンテナ部１００ｂを配置する場合において、
導電体であるマイクロホン１００ｇの影響によりアンテナ部１００ｂの送受信感度が劣化
しないようにするためには、マイクロホン１００ｇとアンテナ部１００ｂとを一定距離だ
け離す必要がある。例えば、図４（Ａ）に示すように、マイクロホン１００ｇとアンテナ
部１００ｂとを垂直方向に重ねる配置構造、又は、図４（Ｂ）に示すように、マイクロホ
ン１００ｇとアンテナ部１００ｂとを水平方向に並べる配置構造が考えられる。
【００３９】
　しかし、図４（Ａ）に示すように、マイクロホン１００ｇとアンテナ部１００ｂとを垂
直方向に重ねる配置構造の場合には、マイクロホン１００ｇの分だけ操作部側筐体部２が
厚くなってしまう。
【００４０】
　一方で、図４（Ｂ）に示すように、マイクロホン１００ｇとアンテナ部１００ｂとを水
平方向に並べる配置構造の場合には、操作部側筐体部２が長手方向に長くなってしまう。
【００４１】
　本発明では、携帯電話装置１の大きさを薄型かつ小型にするために、アンテナ部１００
ｂを第１のアンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄの二つに分け、かつ第１
のアンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄの間に形成される空間部（所定の
空間）にマイクロホン１００ｇを配置する構造を採用する。この空間部とは、双方のアン
テナ素子内のアンテナコイル間の空間を指す。
【００４２】
　ここで、第１のアンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄとは、先に述べた
ように直列接続されるため、互いの端子が配線パターン１００ｅにより接続されている。
第２のフレキシブルプリント回路基板１００のアンテナ素子の実装面を直交する方向にて
、この配線パターン１００ｅにマイクロホン１００ｇが重畳してしまうと、配線パターン
１００ｅから放射される高周波（ＲＦ）信号がマイクロホン１００ｇの影響を受けてしま
い、アンテナ部１００ｂの送受信感度が劣化するおそれがある（図５を参照）。
【００４３】
　そこで、本発明では、配線パターン１００ｅの形状を、図６に示すように、第１のアン
テナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄの接続方向（図６（Ａ）中のＸ方向）に
対して、凹部形状（第１のアンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄの端部同
士をつないだ直線を基準として、図６（Ａ）中のＹ方向に窪むような形状）に形成し、当
該凹部形状内にマイクロホン１００ｇを配設する（マイクロホン１００ｇと配線パターン
１００ｅとが第２のフレキシブルプリント回路基板１００の実装面を直交する方向で重な
らないように、ねじれの構造になるように配置する）。なお、図６（Ａ）は、操作部側筐
体部２の端部を第２のフレキシブルプリント回路基板１００の実装面を直交する方向から
眺めたときのアンテナ部１００ｂと配線パターン１００ｅとマイクロホン１００ｇとの配
置関係を示す図であり、図６（Ｂ）は、操作部側筐体部２の端部をマイクロホン１００ｇ
の音声入力面を直交する方向から眺めたときのアンテナ部１００ｂと配線パターン１００
ｅとマイクロホン１００ｇとの配置関係を示す図である。
【００４４】
　具体的には、延長部１００ｆは、携帯電話装置１の組立工程において、図３（Ｂ）、（
Ｃ）及び図６に示すように、マイクロホン１００ｇが第１のアンテナ素子１００ｃと第２
のアンテナ素子１００ｄとの間に配設されるように一方向（図３中Ｘ方向）に折り曲げら
れて操作部側筐体部２の端部に配設される。また、マイクロホン１００ｇの音声入力面は
、図６に示すように、延長部１００ｆが一方向に折り曲げられることにより、配線パター
ン１００ｅの形成面と直交する関係になっている。
【００４５】
　また、本発明では、第１のアンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄとの間
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の空間部は、操作部側筐体部２における端部中央に位置するので、マイクロホン１００ｇ
を端部中央に配置することができる。したがって、通話時において、使用者が携帯電話装
置１を右手で保持して、右耳に押し当てて使用しても、また、使用者が携帯電話装置１を
左手で保持して、左耳に押し当てて使用しても、常に口元付近にマイクロホン１００ｇが
位置するので、違和感のない通話状態を実現することができる。
【００４６】
　また、第２のフレキシブルプリント回路基板１００に備えられている接続部１００ａは
、図７に示すように、アンテナ部１００ｂにより送受信される高周波信号を伝送するアン
テナ信号線Ｓ１（アンテナ線）と、アンテナ信号線Ｓ１のグランド線Ｓ２（第１グランド
線）と、マイクロホン１００ｇの音声信号線Ｓ３（信号線）と、音声信号線Ｓ３のグラン
ド線Ｓ４（第２グランド線）とがこの順番で配線されている。
【００４７】
　このようにして、接続部１００ａにおいて、アンテナ信号線Ｓ１と音声信号線Ｓ３との
間にグランド線Ｓ２が介在しているため、音声信号線Ｓ３を伝送する信号によりアンテナ
信号線Ｓ１を伝送する信号に影響を与えない利点がある。また、逆にアンテナ信号線Ｓ１
から放射される信号により、音声信号線Ｓ３を伝達する信号に影響を与えないという利点
もある。
【００４８】
　また、上述したように、第２のフレキシブルプリント回路基板１００と第１のフレキシ
ブルプリント回路基板５０とは、コネクタを介して電気的に接続されており、また、第１
のフレキシブルプリント回路基板５０と回路基板７０とは、コネクタを介して電気的に接
続されている。
【００４９】
　したがって、アンテナ部１００ｂにより受信された信号は、第１のフレキシブルプリン
ト回路基板５０に形成されている信号線を介して、回路基板７０に実装されているＲＦ信
号処理部に供給され、一方、ＲＦ信号処理部により信号処理されたＲＦ信号は、第１のフ
レキシブルプリント回路基板５０に形成されている信号線を介して、第２のフレキシブル
プリント回路基板１００上に実装されているアンテナ部１００ｂに供給されて、空間に放
射される。なお、本実施例では、第１のフレキシブルプリント回路基板５０としたが、回
路基板の可撓性は必須ではなく、リジッド基板（ガラスエポキシ基板等）により構成され
ても良い。
【００５０】
　また、マイクロホン１００ｇに入力されて生成された音声信号は、第１のフレキシブル
プリント回路基板５０に形成されている信号線を介して、回路基板７０に実装されている
音声信号処理部に供給されて、所定の音声処理が行われる。
【００５１】
　このようにして、本発明に係る携帯電話装置１は、アンテナ部１００ｂを第１のアンテ
ナ素子１００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄの二つに分け、かつ第１のアンテナ素子１
００ｃと第２のアンテナ素子１００ｄの間に形成される空間部にマイクロホン１００ｇを
配置するので、マイクロホン１００ｇとアンテナ部１００ｂとを垂直方向に重ねたり、水
平方向に並べたりした場合に比べて、装置自体の薄型化及び小型化を実現することができ
る。さらに、本発明に係る携帯電話装置１は、第１のアンテナ素子１００ｃと第２のアン
テナ素子１００ｄの接続方向に対して、互いの素子の端子を接続する配線パターン１００
ｅが、第２のフレキシブルプリント回路基板１００の短手方向の一方の端部側にオフセッ
トした形状（凹部形状）に形成し、当該配線パターン１００ｅの形成されない領域（凹部
形状）内にマイクロホン１００ｇを配設するので、アンテナ部１００ｂの送受信感度の劣
化を回避することができる。
【００５２】
　なお、本実施の形態では、第２のフレキシブルプリント回路基板１００は、操作部側筐
体部２におけるヒンジ機構４側と反対側の端部２ｃに配置されるものとして説明したが、
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れても良い。このような構成の場合には、第１のアンテナ素子１００ｃと第２のアンテナ
素子１００ｄとの間に形成される空間部には、スピーカ（音声出力部）が配置される。さ
らに、マイクやスピーカ以外であっても導電性を有する部材（他の電子部品）であれば本
発明を適用可能である。
【００５３】
　以上、本発明は、携帯電話装置を一例として説明したが、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）や、無線機能を有するポータブルゲーム機や、ポ
ータブルナビゲーション機や、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｉｓｔａｎ
ｃｅ）等にも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明に係る携帯電話装置の外観を示す斜視図である。
【図２】操作部側筐体部に内蔵される部材の分解斜視図である。
【図３】第２のフレキシブルプリント回路基板の構成を示す図である。
【図４】マイクロホンとアンテナ部との配置構造についての説明に供する第１の図である
。
【図５】マイクロホンとアンテナ部との配置構造についての説明に供する第２の図である
。
【図６】マイクロホンとアンテナ部との配置構造についての説明に供する第３の図である
。
【図７】第２のフレキシブルプリント回路基板に備えられている接続部の配線パターンを
示す図である。
【符号の説明】
【００５５】
１　携帯電話装置
２　操作部側筐体部
５０　第１のフレキシブルプリント回路基板
５０ａ、１００ａ　接続部
７０　回路基板
１００　第２のフレキシブルプリント回路基板
１００ｂ　アンテナ部
１００ｃ　第１のアンテナ素子
１００ｄ　第２のアンテナ素子
１００ｅ　配線パターン
１００ｆ　延長部
１００ｇ　マイクロホン
Ｓ１　アンテナ信号線
Ｓ２、Ｓ４　グランド線
Ｓ３　音声信号線
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